
令和 7年度 

 

入園のしおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人 自由会 

 



 

ほほえみ保育園の概要 

１．ほほえみ保育園について≫ 

名 称 ほほえみ保育園 

種 別 小規模型事業所内保育 

経 営 主 体 医療法人自由会 

代 表 者 
理事長 橋本 俊明 

園  長 齋藤 尚美 

所 在 地 〒701-0211 岡山市南区東畦 651-19 

連 絡 先 
ＴＥＬ ： 086-282-9309 

ＦＡＸ ： 086-282-9300 

認 可 年 月 日 
昭和５７年５月１日 こうなん医療福祉グループ託児所 開設 

平成２８年４月１日 ほほえみ保育園 開園 

定 員 １９名 （地域枠５名 従業員枠１４名） 

敷 地 面 積 2334.70㎡ 

建 物 面 積 84㎡ 

構 造 鉄骨造 耐火建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．事業の概要 

 

＜保育理念＞ 

 

全ての子どもが、身体的･社会的状況に応じた最適な保育が受けられる保育園を目指します。 

 

＜保育方針＞ 

 

 私たちは、子ども達が健康で安全な環境の中で安心して過ごせる場を提供します。 

 私たちは、家庭的雰囲気の中で一人ひとりの個性を大切にし、心身の発達を促す保育を行います。 

 私たちは、保護者とのより良い協力関係を築きながら子育てを支援します。 

 私たちは保育の仕事に誇りと責任を持ち、自らの人間性・専門性の向上に努めます。 

 

＜保育目標＞ 

 

 健康で明るい子ども 

 愛情豊かに育つ子ども 

 笑顔があふれる子ども 

 豊かな心が育つ子ども 

 好奇心いっぱい遊べる子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

一日のデイリープログラム 

 時間帯 活動 

 7:45 ・登園のはじまり 

   ・検診（検温、健康状態の観察） 

   ・朝の遊び 

   ・排泄、おしめ交換 

 9:00 ・朝のおやつの準備 

   ・手洗い 

   ・朝の会 

   ・おやつ 

 10:00 ・排泄、おしめ交換 

   ・あそび（戸外遊び、室内遊び） 

  ・排泄、おしめ交換 

   ・給食準備 

   ・手洗い 

 11:00 ・給食 

   ・着替え 

   ・排泄、おしめ交換 

 12:00 ・午睡 

 14:30 ・目覚め 

   ・着替え 

   ・排泄、おしめ交換 

 15:00 ・おやつの準備 

   ・手洗い 

   ・おやつ 

 16:00 ・お迎えの始まり 

   ・午後の自由遊び 

 18:45 ・最終降園 

 

給食・おやつについて 

全園児が、給食・午前、午後のおやつの完全給食です。 

離乳食は、個々の発達段階を見ながら個別に調理します。 

アレルギーのお子様にも対応いたします。医師の作成した「園におけるアレルギー疾患生活管理

指導表」により園生活において特別な配慮や管理が必要となった場合、除去食、代替食を用意

します。詳しくは保育士に相談して下さい。 



 

 

 

 

≪保育園年間行事≫ 

 

ほほえみ保育園では、以下のような行事を行う予定です。 

 

月 行  事 月 行  事 

４月 
入園 

合同避難訓練 
１０月 ハロウィンお楽しみ会 

５月 こどもの日お楽しみ会 １１月 
健康診断 

☆フィットネスお楽しみ会 

６月 

健康診断 

歯科検診 

虫歯予防デイお楽しみ会 

☆フィットネスお楽しみ会 

１２月 
クリスマスお楽しみ会 

合同避難訓練 

７月 七夕お楽しみ会 １月 書初め会 

８月 夏まつりごっこ ２月 節分お楽しみ会 

９月 ご長寿会 ３月 
ひな祭りお楽しみ会 

お別れ会 

 

※ 身体計測、避難訓練、お誕生日会は毎月実施します。 

※ ☆印の行事は、保護者の方に参加いただく行事です。 

早めに予定をお知らせしますので、参加をお願いいたします。 

※保育参加（お子様の誕生日月に参加）については、事前にお知らせしますので、 

 ご参加をお願いします（希望者のみ） 

※感染症等の拡大状況により、行事の日程、内容の変更・中止をする場合があります。ご了承くだ

さい。 

 

 



 

 

≪園からのお願い≫ 

入園後は、以下のことを必ずお守り下さい。 

 

1.保育時間と休園日 

（１）通常保育 

開園時間 7：45～18：45 

お仕事が終わり次第、すみやかにお迎えに来て下さい。 

   ※岡山市に認定された区分により利用できる時間帯が異なります。 

    ・保育標準時間認定の方  7：45～18：45 

    ・保育短時間認定の方   9：00～17：00 

（２）休園日 

日曜日、祝日 

年末年始（12 月 30 日から 1 月 3 日） 

園長が特に必要と認めた日 

台風など自然災害により臨時休園する場合 

※別紙「気象警報発令時等における発令区域内の保育園の対応について」を参照してくだ

さい。 

 

 

2.送迎について 

★ 園児の送迎は、保護者の責任において行っていただきます。 

お迎えは、児童票、連絡帳の送迎者欄に記載している方にお願いします。 

記載されている方以外への引渡しは原則として行いませんので、代理の方がお迎えに来られる

際は必ず事前にご連絡下さい。 

連絡がない場合は、確認が取れるまでお子様をお渡しできません。 

 

    ★ 9時までに登園しましょう。欠席・遅刻の連絡は 8時 50分までにお願いします。 

 

   ★9時までに登園が確認できない場合には保育園から確認のご連絡を入れさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 



3.家庭との連絡について 

★ 毎月発行する園だより、給食献立表をよく読んで、保育園の方針にご協力をお願いします。 

★ お知らせやお願い事項は、コドモン、お知らせボードで確認して下さい。 

★ 連絡先及び勤務先が変更になった場合は、早急にお知らせ下さい。 

出張等で連絡先がいつもと異なる場合は必ず申し出をして下さい。 

急な発熱等の緊急時に連絡が取れず困ることがあります。 

★ 緊急連絡先について 

保育中、発熱、体調不良、怪我等で緊急事態が生じたときはあらかじめ保護者が指定した緊急

連絡先に連絡します。必ず連絡がつくようにしておいてください。 

緊急連絡先の一番は必ず連絡が取れる勤務先等の固定電話のご協力をお願いします。 

ご家庭や職場で緊急のお迎えができるように、予め話し合いをお願いします。 

★ 朝、機嫌が悪い等いつもとは違う体調の変化がある場合は、必ず登園検診時に口頭で保育士へ

伝えて下さい。 

★ 保護者の方の休日には、親子でふれあいをしっかりしてあげて下さい。 

平日保護者の方のどちらかがお休みの場合には、家庭で親子のふれあいをしましょう。 

 

4.健康管理について 

★ 初めて入園されるお子様は、初めての集団生活で非常に神経を使い、発熱したり排尿便が多く

なったりすることがあります。 

登園前と帰園後の健康には特に注意して家で充分休息を取らせて下さい。 

感染症にかかった場合は、保育園に連絡の上医師の許可があるまでお休みをして下さい。（感染

症の種類は別紙を参考にして下さい。） 

尚、快復後は医師からの証明書を保育園へ提出して下さい。証明書の用紙は保育園にあります。 

★ 年齢が小さいので病状が急変する事があります。 

体の具合が悪い時や体温が 37.5 度以上になりましたら指定された連絡先へ連絡いたします。 

継続的に 37.5 度以上の発熱、明らかに不調な様子（嘔吐、下痢、伝染症疾患疑い等）時はお迎

えをお願い致します。37.5℃以上続いた発熱の解熱後 24 時間経過し、体調の快復後の登園をお

願いします。 

★外遊びについては、集団生活での遊びを楽しみます。体調が悪い時はお休みして早めに治療し

てください。 

★ ほほえみ保育園では園児の内科健診を年 2 回、歯科健診を年 1 回実施しています。健診日当日

欠席される場合、お子様の状態によって健診の時間だけ登園していただくようお願いする場合

があります。 

 園 医  こうなんクリニック              院長 西田 剛 先生 

 歯科医  はなふさこども デンタルクリニック 院長 半井 桜子 先生 

★ 入園後医療機関で予防接種を受けた場合は保育園へ連絡して下さい。 

 

 



5．  SIDS(乳幼児突然死症候群)について 

 

   ★乳幼児突然死症候群（SIDS）からお子様を守るために、以下のように気をつけます。 

    1.お子様をひとりにしません。 

    2.保育者が見守り、お子様の様子を定期的に観察します。 

    3.枕は使いません。布団を掛けすぎないようにします。 

    4.布団のまわりには、ひも等の危険なものは置きません。 

    5.定期的な健康診断をもとに、お子様の発達の様子を把握しています。 

 

   ★SIDS とは、それまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡し 

    てしまう病気です。この病気は世界中にみられ、日本でも多くの赤ちゃんが亡くなっています。 

    原因はまだわかっていませんが、育児環境の中に SIDS の発症を高める因子のあることが明ら

かになってきました。下記の 2 つの項目に気をつけると、未然に防げると言われています。 

     ①仰向けで寝かせましょう。（お子様の顔が見えるように、仰向けに寝かせましょう） 

     ②タバコはやめましょう。（妊娠中、お子様のまわりでの喫煙はよくない影響を及ぼします） 

    保育園では、SIDS だけでなく窒息などの原因にもなりかねませんので、「うつぶせ寝」ではな

く、「仰向け寝」とします。また、健康チェックをこまめに行い、体調には十分に注意して保育

します。お子様の体調がすぐれない時には、決して無理をさせません。 

 

6．  慣らし保育について 

今までの家庭での環境とは違い、保育園の新しい環境の中で、子どもたちは不安と緊張でいっぱ

いです。入園後はお子さんの状況を見ながら、徐々に保育時間を延ばしていきます。お子さんの

状態により、慣らし保育の時間や期間は異なります。 

お家の方は、不安になったり焦ったりせずゆったりとした気持ちでいてあげて下さい。お家に帰

りましたら、温かく迎えてあげて下さい。 

 

7．  投薬について 

保育園では、原則として投薬を行うことができません。 

従って、保育園ではすべての薬をお預かりしないことになっています。 

医師の診察を受けるときに保育園では原則薬を飲むことができないことをお伝えの上、保育時間

中に薬を服用しなくてもすむような処方を依頼してください。 

どうしても保育時間中に薬を服用しなければならない場合は、保護者の方が来園して投薬をして

いただくようお願いします。 

気管支拡張テープもお薬です。剥がれて誤飲に繋がります。保育園での使用はできません。 

※薬とは座薬・目薬・外用薬も含まれます。 

 

 

 



8．  保育料の納入について 

enpay（キャッシュレス決済サービス）でお知らします。納入通知をご確認の上、毎月指定日ま

でに納入してください。 

 

9．  諸経費について 

新年度にあたって保育園生活に必要な用品を購入していただくようになります。 

また、別途毎月以下のような諸経費がかかります。毎月指定日までに保育料と一緒に enpay(キャ

ッシュレス決済サービス)を利用して納入してください。 

 

クラス会費 500 円/月 

絵本代 400 円/月程度 

給食費（3 歳以上児） 主食費 1,500 円/月 

副食費 4,500 円/月 

 

※幼児教育・保育無償化に伴い、3 歳児以上は給食費について集金をさせていただきます。 

但し、年収 360 万円未満相当の世帯及び第 3 子注）1以降の子どもについては副食費の負担はあり

ません注）2 

注）1 年収 360 万円未満相当の世帯及び第 3 子以降の子どもの算定基準は、岡山市が利用者負

担額を決定する際の基準になります。 

注）2 副食費の負担のない世帯には、岡山市より通知があります。 

上記以外にも保育活動内容によって経費が必要となる場合は、その都度集金をさせていただき

ます。 

 

10．  届け出事項について 

★ 住所、自宅電話番号、家族構成、勤務先、勤務時間、緊急連絡先等変更があった場合は必ず保

育園に申し出をし、所定の手続きを行って下さい。 

★ 退（転）園する場合は、前月 20 日までに申し出て下さい。 

手続きが遅れると、翌月も継続扱いになることがあります。 

 

11． 保険加入について 

★ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに全園児加入していただきます。 

賠償責任保険（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）にも加入しています。 

★ 独立行政法人日本スポーツ振興センター加入については、保護者の負担金として 250 円／年 前

後をお願いしています。 

 

 

 

 



12. 持ち物について 

持ち物すべてに名前を書きましょう。 

≪毎日持ってくるもの≫               名前は見えるところにマジックで 

・通園カバン                   大きく書きましょう 

 帽子 

 連絡帳 

 エプロン 

(ボタンなし、手作りエプロンをお願いします)  

 パジャマ 

 上下着替え、シャツ 

 汚れ物を入れるナイロン袋（2～3枚） 

 おしりマット 

 

≪保育園でお預りするもの≫ 

 汚れ着（Ｔシャツ・ズボン） 

 汚れ着を入れる袋（汚れ着を入れて持ってきておいてください。） 

 上下着替え、シャツ・・・・・・各２枚程度 

 紙おしめ・・・・・・・・・・・５枚以上 

 タオル・・・・・・・・・・・・１枚 

 お昼寝用布団、タオルケット 

 コップ（コップ袋） 

 哺乳瓶 

 おしり拭きナップ・・・・・・・１袋 

※排便時、個人用のおしり拭きナップを使います。 

 

 

【おしりマット】 

 

 

 

 

フェイスタオルを半分に 

折り、四方を縫ってください。 

 

 

 

 

横と裏に 

名前を書い

てください 



≪お昼寝用布団について≫ 

 布団・シーツに大きく名前を書いて下さい。 

夏：敷布団・下敷き用タオルケット・掛け用タオルケット 

冬：敷布団・下敷き用タオルケット・掛布団・掛け用タオルケット 

 毎週末には持って帰ります。洗濯・日干し後、月曜日の朝に持ってきて下さい。 

   ・トイレトレーニングで布パンツでの午睡が始まるとおねしょシーツをお願いします。 

保育士から声をかけますので敷布団とシーツの間におねしょシーツを挟んでください。 

 

13． 服装について 

★ 活動しやすく、着脱しやすいものにして下さい。 

★ 吊りズボン、タイツ、スカート、スカート付ズボン、フード付洋服、ボタン付洋服は、遊具に

引っかかり危険ですので着用しないで下さい。 

★ 伸縮しない生地、特にデニム生地は伸縮しにくく、活動しにくいのでご遠慮ください。 

★ 靴は、運動靴で登園してください。ツッカケ、サンダル、長靴は遊びにくいので履かせないで

ください。 

★ 髪をピンで留めるのは危険ですので使用しないでください。また、飾りの付いているゴムも使

用しないでください。 

≪排泄について≫ 

 紙おしめ、紙パンツを使用します。 

 年齢にあわせてトイレトレーニングを行います。 

排泄の間隔や月齢にあわせて、トレーニングパンツをお願いします。 

始める時期や必要な枚数については、お知らせします。 

ご家庭での洗濯が大変だと思いますが、排泄自立のためご協力下さい。 

 

14． 非常災害対策について 

・避難防災マニュアルに基づき、火災、地震、水害、津波を想定した避難訓練を毎月 1 回、こう 

なんクリニック合同訓練を年 2 回、自由会避難訓練、消火器取扱訓練を年 2 回行います。 

・園が所在するエリアに気象警報が発令された場合等に、お子様の安全確保をするため、岡山市 

との協議により別紙「気象警報発令時等における発令区域内の保育園の対応について」のとお

り対応します。各ご家庭でも緊急時の対応についてお話ください。 

   ・非常災害時の園児の引き渡しカードの記入していただき、災害時には緊急引き取り者へお子様 

    をお渡しします。 

・状況により、園の判断で休園する場合があります。 

≪緊急避難場所≫ 

地震等の大規模災害発生時、または発生が予測される場合には下記の場所に避難します。 

 第１避難場所・・・・・こうなんクリニック駐車場（岡山市南区東畦 651-19） 

 大規模災害避難場所・・東疇小学校（岡山市南区東畦 656-2） 

 津波時避難場所・・・・岡山光南病院屋上（岡山市南区東畦 767-3） 



 

15． 虐待防止について 

   児童福祉施設最低基準第 9 条の 2 及び同 9 条の 3 の規定により、暴力行為等、心身に有害な影響

を与える行為をしない、お子様の人権擁護・虐待防止のための職員に対する研修を行っています。

また、児童虐待を受けたと思われるお子様を発見した場合は、速やかに岡山市子ども総合相談所

等、関係機関に通告し、連携・協力して適切に対処します。 

        岡山市子ども総合相談所  ℡086-803-2525 

        岡山市南区西福祉事務所  ℡086-281-9620 

 

16.  その他 

★ 毎朝お子様が機嫌よく登園できるように、早寝、早起きで規則正しい生活習慣のリズムを作り

ましょう。朝ごはんは家で食べてから登園しましょう。 

 

★ 個々のお子様の様子に合わせて、着替えの衣類は充分に用意してください。また、汚れて持ち

帰った場合は、翌日必ず補充してください。 

 

★ 登園時、玩具等を持って来ないようにしましょう。また、カバンにキーホルダーはつけないよ 

    うにご協力をお願いします。 

 

★ お子様についてのご相談、保育に関する疑問、保育園に対するご意見等がある場合には保育園

にお問い合わせ下さい。 

問い合わせ先：（ＴＥＬ）086-282-9309 

 

★クリニック玄関 開閉時間のお知らせ 

防犯の都合上、クリニック玄関利用時間を８：３０～１８：００とさせて頂きます。 

登降園の方は、裏側通用口からの送迎をお願いします。 



 

 

保育園の相談（苦情）解決体制について 

 

社会福祉法第 28 条の規定により、医療法人自由会ではご利用者、ご家族様より相談（苦情）

に適切に対応する体制を整えております。 

 ほほえみ保育園における相談（苦情）については、受付担当者、解決責任者、第三者委員

の下記の体制で最善を尽くして参ります。 

 

 

 

                  記 

 

1. 受付担当者    齋藤 尚美（ほほえみ保育園園長） 

2. 解決責任者    知野見 友弘（医療法人自由会事業部長） 

3. 第三者委員名   大倉 崇（社会福祉法人敬友会総務部長） 

               （連絡先：086-250-2000） 

           吉岡 誠一郎（興除地区民生委員児童委員協議会会長） 

               （連絡先：086-282-0550） 

 

 

 



 

 

治癒証明書 

 
保育園名   ほほえみ保育園 

 

 

       氏  名 

      

       生年月日           年    月    日 

 

  病名 [                             ] 

 

 

診察の結果、      年    月    日より登園は可能です。 

 

 

付記 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    年    月    日 

               

               医療機関名 

 

               住   所 

   

               医 師 名              

 


